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科
学
捜
査
に
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る
質
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対
し
、
別
紙
答
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を
送
付
す
る
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一
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

犯
罪
捜
査
に
お
け
る
筆
跡
鑑
定
は
、
一
般
に
、
犯
人
と
被
疑
者
の
同
一
性
を
判
断
す
る
た
め
、
犯
人
の
書
い 

 

た
文
字
の
字
画
構
成
、
形
態
、
配
字
等
に
認
め
ら
れ
る
特
徴
と
被
疑
者
の
書
い
た
文
字
の
そ
れ
と
を
厳
格
に
比 

 

較
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
。 

筆
跡
鑑
定
結
果
の
証
拠
価
値
は
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
百
十
八
条
の
規 

定
に
よ
り
証
拠
の
証
明
力
が
裁
判
官
の
自
由
な
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て 

 

個
別
具
体
的
に
判
断
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。 

筆
跡
鑑
定
は
、
鑑
定
人
の
単
な
る
主
観
な
い
し
「
勘
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
鑑
定
人
の
そ
れ
ま
で
の 

衆
議
院
議
員
小
森

邦
君
提
出
筆
跡
鑑
定
と
科
学
捜
査
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

 

三 

 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

さ
ら
に
、
御
指
摘
の
よ
う
な
公
的
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
筆
跡
等
の
鑑
定
は
民
間
や
大
学
に 

 

お
い
て
も
行
わ
れ
て
お
り
、
現
状
に
お
い
て
は
、
必
要
が
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

ま
た
、
客
観
的
か
つ
公
正
な
鑑
定
を
確
保
す
る
た
め
、
犯
罪
捜
査
規
範
（
昭
和
三
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会 

 

規
則
第
二
号
）
は
、
第
百
八
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
、
捜
査
の
た
め
鑑
定
を
嘱
託
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
鑑 

 

定
嘱
託
書
中
に
鑑
定
人
に
予
断
又
は
偏
見
を
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
事
項
を
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
旨
等
を
規
定 

 

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

経
験
の
集
積
と
専
門
的
知
識
に
裏
付
け
ら
れ
た
客
観
的
な
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
。 

御
指
摘
の
早
退
届
及
び
筆
跡
関
係
資
料
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
再
審
請
求
事
件
が
係
属 

 

中
で
あ
る
の
で
、
答
弁
は
差
し
控
え
た
い
。 

四 

 



 

五 

筆
跡
鑑
定
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
筆
跡
の
特
徴
の
同
一
性
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
御
指
摘
の 

 

事
項
を
含
む
多
角
的
な
観
点
か
ら
厳
密
に
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
狭
山
事
件
が
発
生
し
た
当
時
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
筆
跡
鑑
定
が
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、 

 

現
在
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
再
審
請
求
事
件
が
係
属
中
で
あ
る
の
で
、
答
弁
は
差
し
控
え
た
い
。 

五
及
び
六
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
筆
跡
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
再
審
請
求
事
件
が
係
属
中
で
あ
る
の
で
、 

 

答
弁
は
差
し
控
え
た
い
。 

な
お
、
最
高
裁
判
所
は
、
昭
和
五
十
二
年
八
月
九
日
の
上
告
審
決
定
に
お
い
て
、
原
判
決
が
右
筆
跡
鑑
定
に 

 

客
観
的
な
証
明
力
を
肯
定
し
た
の
は
正
当
で
あ
る
旨
判
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 




